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1は じめ に

中国の会計 の変革は新 中国が成立(1949年)し て以来 、お よそ次 の3つ の段 階に分

け られ る。

第1段 階は1949年 か ら文化大革命 が始まったX966年 までで ある。 この時代 の特徴

は ソ連 の会計理論お よび方法の全 面的導入であった。会計理論 お よび方法は中央集

権的計画経済 に奉仕す ることで あった。反資本主義体制 の影響 を反 映 して、それ ま

でのブル ジ ョア階級 に奉仕す る会 計理論お よび方法 の批判 の時代であった。

第2段 階は1967年 か ら1977年 までの10年 間であ る。 この時代の特徴 は政治 闘争 が

激 しく行 われた混乱期で あ り、会計研 究の空 白期 であった。毛沢東 が統治 した時代

である。 中国は全国に多大な損 害を与えた2つ の激 しい政治的大衆運動を経験 した。

この時代 においては会計の発展 はほ とん どなかった。

第3段 階 は1978年 か ら現在までで ある。郵小 平時代 の中国は、従 来までの中央

集権的計画 ・中央集権的統制経済 を 「中国的特質 を有す る」市場経済に転換 させ よ

うとす る野心的課題 を 自らに設定 した。 この時代 の経済変革 と関連 した3っ の主要

な会計変革を識別す ることができる。 第1、 会計の主要な役割 は、政府 の計画 と統

制 の要請 に奉仕す ることか ら、市場 における意思決 定者の情報要求 に奉仕す るこ と

へ転換 した。第2、 会計制度は業種別 会計制度の伴 う基金会計制度か ら、 もっ と近

代 的な西洋式会計制度 に類似 した会計制度 に変わ った。第3、 会計情報利用者 は、

政府 とい う唯一の利用者 か ら、多種多様 な利用者 グループにまで拡大 した。

本稿 の主要 目的 は会計 と会計 の機能 してい る環境 とがいかに密接 に関連 してい る

か、なぜ会計が上述 してきた特別 な変革 を経験 したのか とい うことを立証す るこ と

にある。 さらに、近年 にお ける中国会計の国際化 といった会計発展 の問題 に焦点 を
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あ てて み る こ と とす る。

∬ 第1段 階:1949年 か ら文 化 大 革命 が 始 ま った1966年 ま で

中国が毛沢東統治下 にあった1949年 か ら1966年 の間の政治 的展開、お よびその会

計実務 と会計変革 に及ぼす影響 を立証 し、かつ分析 して社会 の他局面に対す る政治

の影響 、た とえば経済的変革や社 会的変革、 さらに会計に対す るそれ らの影響 が検

証 され るこ とにな る。

11949年 までの 中国会計史

古代 中国 においては未熟 な単式簿記制度 が展開 していたが、それ はその後何世紀

に もわた って発展 し、精緻化 され るにいたった。清朝(1644-1911)ま でに、 中国

式 単式簿記制度 は十分 に発達 を遂 げ、それ 自体の顕著 な特質 を有 していた。

明朝(1368-1644)末 期か ら清朝 にかけて、龍門帳法①な らび に四脚決算 法②とし

て知 られている中国式複式記帳 の枠組が出現 した。

しか しなが ら、 この中国複式記帳制 は必ず しも十分 に進化 した体系ではな く、2

つ の重要な面で西洋式複式簿記 よ り劣 っていた。概念的 レベル では、 中国式複式簿

記 は 「イタ リア式資本利 益会計」 の基礎 を成す原則 、すなわち資産 ・資本勘定 と損

益勘定 との巧妙な統合 をかな らず しも十分 に把握 していなかった。

西洋式複式簿記法 においては、ひ とっ の重要な 目的 は、資源への投資お よび 当該

投資の利 益 を記録 、開示 す るこ とにあ る。1930年 代 まで には、西洋式会計制度③が

全政府機 関、政府所有企業、お よび近代的金融機 関によって採用 され るよ うになっ

た。 しか し、非政府企業部 門で貸借記帳法 をそのまま適用 しよ うす ることには抵抗

が あった。結局、学者 によって設計 された一種 の混成式記帳法、す なわち中国式会

計の一定 の特徴 を留保 しなが ら西洋式 の一定の近代的特徴 を取 り入れた混成式記帳

法が中国の私企業 によって受容 され るようになった。 この二重アプ ローチ、す なわ

ち、西洋式会計 の利用 と混成式記 帳法 の利用 との併存は1949年 まで続いた。

2創 建期の中国会計(1949-1957)

重 なる戦争 はこの国に大規模 な破 壊 をもた らし、 中華人民共和 国は事 実上廃 嘘の

上で1949年 に創建 され た。共産党政府 は政治的統制権 の獲i得、経済の再建、お よび

国家統一 と社会変革の達成 とい う大変な課題 に直面 していた。
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創建期 においては、新 しい政治 的 ・経済的 ・社会的構造 に妥 当す る新たな会計 ・

財務報告制度す なわち種種の組織 の経済活動 を検査 ・監督、国家 の計画お よび予算

の執行 を監視 し、経済への統制 を維持 し、 さらに新 国家計画 を策定す るために必要

な情報 を国家 に提供で きるよ うな制度 を構築す る緊急 な要請 が存在 した。会計発展

の特定課題 は、高度 中央集権的 な政治体制お よび経済体制に付随 して援助 し、かつ

国家の包括的計画 を促進 す るための全 国的統一会計制度 と会計実践 を確 立 させ るこ

とであった。

この段階 の会計発展 もまた、政治的 ・経済的発展 の場合 と同様、 中国の政治的 ・

経済的諸条件 を反 映 した一定の独特 な特徴 を有 して いた とはい え、 「一辺倒」 の姿

勢 を とり、 ソ連に よる影響 を強 く受 けていた。1949年12月 、財政部の会計事務 管理

局 は、全 国的統一会計制度 を制定 し、かつ 国全体の会計業務 を管理す る責任 を負 わ

された。そ こには2っ の重要な任務 があった。 ひ とっ は各種経済単位 の会計制度 を

統一す ること、 も う1つ は会計制度 を利用 して経 済復興 を支援す るこ とであった。

これ らの 目標 は、中央集 権的経済の用 具 としての統一会計制度 の公布 を導 いた。

(1)統 一会 計制度

企業に とって最初 の手段は各種の部 門または業種 で活動す る事業のために統一会

計制度 を制定す ることであった。各統一会計制度 は特定業種 の生産 と営業 の計画 を

反映 し、その会計情報 は主 として国家が当該部門の国民経済計画 を編成 し、その執

行 を監督す るこ とができるよ うに作成 され た。事実、統一会計制度 は政府 の計画 と

統一 目的のための統計デー タ収集経路 として役 に立った。す べての企業は当該関連

業種別 統一会計制度 を厳格 に遵守す るよ う要請 された。

統一会計制度の採用 は国際的に認知 され た会計実務 とは著 しく異 なってお り、皮

肉なこ とに、部門 も しくは業種 を異 にす る企業間に不統一な実務 を作 り出 した。 け

れ ども、統一会計制度 は中央集権的計画経済 のも とで運用 され 、市場経 済にお ける

財務報告 目的 と完全 に異 なる目的で機 能す るよ う制定 されたのであった。

(2)基 金会計

統一会計制度の採用 は基金会計制度 を随伴す ることとな ったが、それは完全 に新

しい基礎 的な会計概i念と会計原則 に依拠す るものであ り、国家 の基金配分 と財務統

制制度に応ず るものであった。従来の会計等式は基金会計 と首尾一貫す る次 の等式

に とって代 わ られ た。

基金運用e基 金源泉

新 しい用語 「基金」 は 「資本」 とは対照的に、資本主義経 済体制 に対立す るもの
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としての社 会主義経済体制 を反 映す るために用い られ た。

さらに、国家が企業への財務 統制 を実行 し、中央集権的計画を推進 させ るた め、す

べての基金は用途が指定 され、固定基金、流動基金、お よび特 定基金 とい う3っ の

範疇 に分割 され た。 固定基金は固定資産の購入 または建設 に使用 され る基金 であっ

た。流動基金は 日々の事業運営に使用 され る基金であった。 また特定基金 は研 究開

発計画 、従業員 の福祉 お よび大修繕計画の よ うな特定 目的のために指定 され た基金

で あった。各範疇別 に資産総額は基金源泉総額 と常に一致 しなけれ ばな らず 、以下

に示 され た3つ の下位 等式 が展開 され なけれ ばな らない。

固定資産=固 定基金

流動資産=流 動基金

特 定資産=特 定基金

基金会計制度 の若干の特徴 は、経済体制そのもの と合致 しているのであるが、次

の よ うな点が強調 され るべ きであ る。①無形資産が存在 しなかった。② 国家 に帰属

す る土地 が資産 として認識 されなかった。貸借対照表 に加 え、他 の主要財務諸表は

損益計算書お よび製品原価計算書であった。

3大 躍進時期の会計(1958-1962)

残念 なこ とに、創建期 の成果 と第1次5ヵ 年計画の成功裡 の達成 は、第2次5ヵ 年

計画(1958--1962)の 実現 にあたっては踏襲 され なかった。過去 に採用 した=漸進 的

発展 アプ ローチは放棄 され た。1958年 に2つ の急進的計画が着手 された。す なわち、

経済発展 の加速 を意図 した人民公社運動お よび大躍進運動であった。採用 された主

要戦略は、特に農民 と労働者 とい う特定の標 的に された社会集 団を動員 し、国家全

体 を熱狂 的な生産活動へ突入 させ ることであった。 この2つ の計画 は悲惨 な結果 を

もた らす ことになった。

大躍進 運動④お よびそれ に随伴す る恐怖 と憎悪 の社会的環境 は、先の創建期 に構

築 された会計制度お よび財務統制制度 に深刻 な悪影響 を与 えた。 これ らの制度 は中

央集権 的計画の手続 に不可欠 な大量の統計数値 を提供 したが、その統計数値 の大部

分 は喪失 して しまった。 それ故、大躍進運動 は経済計画、財務統制、お よび行政

構造に有害な変化 をもた らした。 管理統制制度お よび会計実務 に とって大 いに有害

で あった。 この時期の会計発 展は大きな後退 を余儀 な くされた。

製 品原価の集計 と測定での労働者 の参加 とい う先の創建期 の実務 は、多 くの理 由

で廃棄 されて しまった。①帳簿記録 は時間の浪費であ り、生産 に付加価値 をもた ら
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さない非生産活動 と考 え られ るた め、会計業務 に費やす時間の無駄 であ る。② 労働

者その他 の従業員 は会計や 実務的活動 よ りも生産活動への参加 を望んだ。会計や事

務的活動 は労働階級社会に置 ける地位 が不明確 である知識人 と専門家たちの仕事 だ

と考 え られていたか らであ る。 ③最 も重要な こととして、下級行政 レベルの党幹部

たちには資料創作 が可能 となるよ う、創建期 の実務 を廃棄 しよ うとす る動機 があっ

た。彼 らは、 自分 たちの 「創造性 」が実現 され 、また奇跡的成果が報告 され るよ う

に、財務統制および会計制度が適切 に維持 され標準化 され る詳細な記録 を望 まなかっ

た。

会計教育 も後退 を余儀 な くされた。 学者 と学生は彼 らの大部分 の時間を工場での

生産活動に使 うよ う強要 された。会計雑誌はまった く研 究成果 を公表す ることな く、

大躍進運動 を推進す る党の宣伝道具の一部 になって しまった。

4修 復期 の会計(i963-1966)

修復期では、会計の重要 性が再認識 され 、各業種の会計規則 と会計規定が再構 築

され た。また1957年 か ら1959年 までの間に排除 されてきた多 くの会計職務 が回復 さ

れた。1963年 、政府 は 「会計担当者職権試行条例」 を公表 したが、それは業務 に対

する外部干渉か ら会計担 当者を保護 し、会計情報 の質を確保 しよ うとす るものであっ

た。

大躍進期の一つ の遺産は、新 しい複式簿記法 、いわ ゆる増減記 帳法 を採用 した こ

とであった。貸借記帳法は 「ブル ジ ョア世界」か ら輸入 されたた め、適切ではない

と考 え られた。 そ こには2勘 定系統が存在 した。①基金源泉 または収益勘定系統 、

お よび②基金運用 また は費用勘定系統。 ある取引が源 泉または収益勘定 と運用 また

は費用勘定 の双方 を含むな らば増加(ま たは減少)は 双方 の勘定系統に記入 され る

ことにな る。 ある取 引が1勘 定系統だけに関連 しているな らば、 ある勘定 に増加 、

同勘定系統 内のほかの勘定 に減少が記入 され ることになる。増減記帳法 は中小企業

で普及 した。事実上、 この方法 と貸借記帳法の基礎 をなす原則 は同 じである。

皿 第2段 階1967年 か ら1977年 の10年 間

「プ ロ レタ リア文化大革命 」、そ う称 され た とお り、それ は1966年 初頭 か ら毛沢

東 の死 に至 るまで約10年 間続 いた。 この異常 な政治 的大衆運動 は、全住 民を震憾 さ

せ たのであ るが、主 と して毛沢東 によって発動 され 、彼の政敵を失脚 させ 、それ ゆ
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え党 と国家 の最高指導者 としての彼 の地位 を復活 させ るた めに企 図 され た。

文化大革命期 においては、会計の発展 は再び大 き く後退 した。会計担 当者 と会計

教員 は農村 に追放 され、肉体労働 に従事 させ られた。1963年 に58ま で回復 した製造

業の勘定組織 上の勘定科 目数 は、1973年 に再度32ま で削減 され た。

財務統制機構 と会計手続 は革命 と矛盾 ・対 立す るもの として公然 と非難 された。

多 くの組織 と企業 では、革命大衆が全ての会計業務 を乗 っ取 って しまい、何が何で

も文化大革命 の推進 に適応す る と彼 らが思った方法で会計報告書 を作成 した。会計

記録 が保持 され ない場合 、 「無帳簿会計」 とい う実務 も珍 しい ことではなか った。

毛沢東 によって、推進 された政治的大衆運動、そ してそれに伴 って同 じ社会 内で

造成 された恐怖 と憎悪の風土は、社会的、経済的変革 のみな らず会計の変革 にも影

響 したこ とは明 らかであった。 この時期にお ける政治的要因の支配的影響 は主 とし

て政治体制 と中央集権 的政府構 造に帰 し得 るで あろ うが、毛沢東 の党内での地位 、

彼 の思想 、お よび彼 の指導方法が決定的な役割 を果 た した。党 内権利 闘争 にお ける

毛沢東 の興亡は、四つの顕著 な時代 か らなる政治的背景を特色付 けるものであった。

創建期 では、新政治体制 と中央集 権的政府構造 に奉仕す るため ソビエ ト型 の影響

に したがって、ま った く新 しい会計制度 と会計実務 が採 用 された。 この時期 では会

計が重要な役割 を有 した、大衆運動が知識人 と専門家、科学的諸方法、諸規則 と諸

手法 に向け られた大躍進 の間に、会計は著 しい後退 を余儀 な くされ た。 国家の最優

先課題 が大躍進に よって引き起 こされた危機 を克服 し、経済 を軌道 に戻 させ よ うと

す る修復期 においては、会計は若干の失地回復 を果 た した。文化大革命の間、会計

は再び重大 な被 害 を受け、 「無帳簿会計」 の実務 が会 計を混乱 させ た。毛沢東 の時

代では、会計の変革は毛沢東の政治的浮沈に応 じて揺れ動 くヨー ヨーのごとくであっ

た。

】V第3段 階1978年 か ら現 在

経済改革計画が1978年 に始 まって以来、 中国は多岐にわたる局面 で劇 的な変革 を

成 し遂 げてきたが、その基本的政治体制 は以前 と変わっていない。 中華人 民共和国

の政治体制の主要 な特徴 は、一人の党最高指導者 の支配 下にあ る中国共産党 の国家

全般 に対す る絶対的支配状況 とい う点で ある。

この基本 的な政治、行政構造はただ2つ の企業形態 、すなわち国有企業 と集 団所

有企業 しか存在 しなかった中央集権的計画 ・中央集権的統制経済体制を監督す るた
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め1950年 代 に確 立 され た。民営部門 もしくは市場 は存在 しなかった。1979年 の経 済

改革の開始お よび門戸 開放 政策の採用以降、 中国の経済構造お よび企 業の所有 関係

は大幅に変化 してきた。市場指向経済を 目指す 国において中央政府 の経済の計画 と

統制の諸機 能 は著 しく縮小 され、経済資源の配分 と富の分配 とい う役割 を担 う市場

によって次第 に代替 されてきた、多 くの大規模 国有企業は、国家、機 関投資家 な ら

びに個人投資家 、 さらに外 国人投資家 によって共 同所有 され る株 式会社へ転換 して

きた。小規模 国有企業お よび大多数 の集団所有企業 は個人所有者 に売却 され るか民

営化 され た。 これ らの変革は中国に新企業形態 をもた らした。株式会社、上場会社、

個 人所有企業、お よび 中外合併企業な どで ある。 か くして、民営部門が出現 し、そ

れ があま りにも速いペースで成長 してきたので、近い うちに国有部門 よ りも大 きく

なるであろ う。

1経 済改革時期の 中国会計の発展(1978-1984)

1978年12月 の中国共産党第11期 中央委員会第3回 総会で選択 された経済体制 改革

の決定は、経済改革 の総体的方 向を策 定 した。 この最初の改革期 において は、多 く

の重要な経済政策 が公表 された。 とくに、3つ の関連領域 の諸政策が履行 され た。

第1、1950年 代に存在 した農産物の農 業市場が再 開 され、若干 の軽工業製 品や 消費

財 のた めの新市場が開設 された。第2、 農産 物や 消費財のための市場が果たす役割

が国家の計画機 能で認識 された。第3、 民営企業 と外 国投資企業 の発 展が奨励 され

た。 言い換 えれば、中央集権的計画が依然 として経済 を支配 していたが、市場は補

足的役割 を果た し始 めるよ うになった。

文化 大革命 は会計制度の混沌 と混乱 をもた らした。改革計画 の最初のステ ップ と

して、貸借記帳制度 の本質 と機能 に関す る論争が展 開 され た。貸借記帳制度はひ と

っ会計技法で あって資本主義体制 と社会主義体制 の双方 に役 立つ こ とができる と解

明 され た。その結果、貸借記帳法 は政府 と企業 によって再び採用 され るにいたった。

他 の動 きとして、財務統制制度 と会計手続が強化 された。

この時期 の会計 には幾つかの重要な進展が あった。第1、 統一会計制度が1981年

に改定 され た。1950年 代 に制定 された 旧統一制度 は経済改革 によって もた らされ た

新 しい事業活動に対処できな くなった。統一会計制度 は改定 され、勘定科 目の追加、

改正統一財務諸表お よび新 手続 を含む もので あった。若干 の開示項 目が初 めて財務

諸表 に現れ始めた。す なわ ち、貸借対 照表 の銀行借入金 と企 業基金(留 保利益)、

お よび損益計算書の所得税 と留保利益 であった。
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第2、 政府 の監督 による監査制度 が樹立 された。 国有企業への経営権限の委譲 に

もなって国有企業 は政府 との利潤分配制度 の もとに置かれ、所得税 の納付 が要求 さ

れ るよ うになった。 しか しなが ら、国有企業 が作成 した財 務諸表 に対す る証 明機 能

を果たす独 立 した会計士業 は存在 しなかった。 中央政府 は、1982年12月 に開催 され

た第5回 全国人民代表大会 において、総審計師の職位 と事務所 を創設 し、同様の職

位 と事務所 が省 と地方政府 レベル において も設 け られ た。 国家審計制度の主要 な役

割 は政府 の課税歳入 が適正 に執行 され ることを確証す るこ とにあった。

第3、 国有企業の経営者が市場 の需給に基づいて経済的意思決定 を行い始 めたの

で、改革 以前 の中国では知 られ てい なかった管理会計 が重要な研究 と適用 の領域 と

なった。 門戸 開放政策 は西洋式管理会計の中国の輸入 を促進 した。 中国企業会計制

度 にお ける諸変革は、その後西洋式管理会計の普及 と採用 に関連付 けられて きた。

この技術移転 は、その後、主 として米 国の教材や雑誌か らであるが、精選 された管

理会計の方法や技術 を中国語 で出版す るこ とを通 じて行われ た。教育は、 これ らの

方法を広 める上での もうひ とつの重要 な手段であった。研修のプログラムやセ ミナー

が行われ た。

第4、 門戸開放政策 の採用 に伴 って外 国資本 が中国に流入 し始 め、外国投資 を処

理す るための合併企業会計が発展 した。1979年 、全 国人民代表大会は 「中華人民共

和国 中外合資経 営企業法」 を承認 した、その直後 、財政部 は 「中外合資経営企業会

計制度(草 案)」 を公布 したが、それ は1985年 に発効 された。1992年 、その規定 は、

全 ての外 国投資企業 を網 羅す るよ うに拡大 され、 「外国投資企業会計制度」 と名称

変更 され た。

合併企業 の会 計制度 は国際会計基準に依拠 した中華人民共和 国の最初の会計制度

であった。基金べ一 スの会計モデル は、伝統的歴史的原価モデル に取って代わ られ

たが、それ は西洋式会計制度 に特有な会計 の等式 、諸概念 、お よび測定 ・開示要請

を含 む ものであった。若干の会計取引処理方法には、中国の情況 を反 映 して特異 な

ものがあった。

合併企業会計制度 の導入 と実施は 中国にお ける外 国投資 の促進 を強化 した と考 え

られ る。 この ことは結果 として さらに会計改革、た とえば経済特区で使用 され る会

計制度 に関す る改革 を もた らした。株 式制企 業会計 にお けるそ の後 の発展 お よび

1993年 以 降の会計準則 の制 定は、合併企業会計制度 に依拠 した ものであ り、それ は

1990年 代 の会計 改革 の先駆 け とみな され る。

238



研 究 ノ,_...,ト● 中 国 会 計 の変 革 と国 際化 の 方 向

2計 画的商 品経済 時期の 中国会計の改革(1984-1991)

5年 間の改革を経 て、 中国経済 は単一の公有制か ら公私共 同所有制へ、また計画

経済か ら国家計画 と市場操作を併存す る混合経済へ と転換 した。公 有制 と国家計画

が依然 と して支配的であったけれ ども、民営部門が極 めて早 いテ ンポで発展 し、市

場が次第 に経済上の資源配分 の役割 を担 うよ うになった。

(1)国 有企業 の会計改革

この段 階にお けるマク ロ経済 レベル とミク ロ経済 レベル双方 の改革計画 は、国家計

画機構 の生産単位 としての国有企業 を、他の市場参加者たち と市場で競争す る相対

的に独 立 した商品生産者 に転換 させ ることを意図 した。特に、財務的 ・経営的意 思

決定 の 自主権 を国有企業 に委譲 した こ とは、 国有企業 の地位 お よびその国家 との関

係 を大幅に変化 させ た。 これ らの変革 は国有企業の会計実践 と財務管理 に重大な影

響 を与 えた。

計画経済の もとでは、国有企業財務情報 の唯一の 目的は、国家計画の立案 と執行

を助 け、それ ゆえ、政府 は財務諸表 の唯一の利用者 であった。新経済体制 の もとで

は、国有企業財務情報の 目的 と利用者 は さま ざまな理 由で大幅に変化 し、かっ拡大

した。①財務 情報 はマ クロ経済政策 の策定お よび 国家計画の作成 で政府 によって利

用 され た。②国有企業の財務諸表はまた利潤分配 の企画、国有企業 による留保利益

の決定、な らびに国有企 業が納付すべ き所得税 を含む さま ざまな税金 の確 定をす る

ため政府 によって利用 され た。③銀行融資が重要 な基金源泉 とな ったので、銀行 は

国有企 業財務諸表 の重要な利用者 となった。④市場 におけ る独立 した商 品生産者お

よび参加者 として、国有企業 は供給者 、顧 客、お よび ビジネ スパー トナー との取 引、

また少数株主への報告 をす るよ うになった。 さらに⑤国有企業の経 営者 による財務

情報の利用 は、国家計画 に基づ く会計責任 の解 除 とい う唯一 の 目的に奉仕す ること

か ら、資産 の受託 責任 、経営業績、課税 な どに関連す る多元的 目的に奉仕す ること

へ変化 した。 この時期 に会計が果た した主要な機能 は、計画 的経済体制 下の政府 の

計画策定要請 よ りも企業経営のために情報 を提供す るこ とであった。

この段階にお ける会計改革は3つ の領域 に焦点が置かれた す なわち、統一会計

制度 の改革 、外国投資企業会計 の樹立、および株 式制企業会計 の形成 である。後者

の2つ の改革 は米国会計基準、英 国会計基準、お よび 国際会計基準 といったグロー

バル な会計基準 の影響 を受 けてい る。

(2)統 一会計制度 の改革

経営実務 がますます複雑 になってきた ことが、1985年 と1989年 の統一会計制度の
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改定を導いた。幾つかの大きな変革 が行われ た。第1、3っ の会計 下位等式(固 定

基金 、流動基金 、特 定基金)、 さらに指定 され た基金 は指定 され た 目的 に しか利 用

できない とい う厳格 な規則が廃止 された。第2、 種々の新項 目、た とえば銀行借入

金 が貸借 対照表上で開示 され、無形資産が合併企業その他の企業集 団作成 の貸借対

照表 に現れ始 めた.第3、 一定程度の柔軟 性が統一会計制度 に取 り入れ られた。第

4、 銀行借入金は特別 な特徴 があったため特別 な会計処理が必要 とされ た。

(3)外 国投資企業の会計

門戸開放政策の採用 に伴 い外国資本 が中国 に流入 し始 めた。統一会計制度が国際

会計実践 と著 しく異 なっていたた め、1985年 、財政部は 「中外合資経営企業会計制

度」を制 定 したが、外国投資で生 じた若干の問題 について特別 に扱 った。1992年 、

これ らの規定は外 国独資企業 を含む善外国投資企業 を網羅す るまでに拡 大 し、 「外

商投 資企業会計制度」 と改名 され た。

(4)株 式制企業の会計

株式制企業の出現はi幾つかの特別 な会計問題 を引 き起 した。 た とえば、異業種 に

従事す る所 有者が共同で保有す る企業 は、その会計に特定の統 一会計制度 を選択す

るにあったて困難 を ともな うであろ う。 国際的会計慣行 に依拠 し、多 くの面 で 「外

商投資企業会計制度」 と類似 した 「株 式制試行企業会計制度」 が1992年 に制定 され

た。

(5)公 認 会計士⑤

門戸開放政策 と経 済改革計画 は公認会 計士の業務 に対す る要請 をもた らした。 中

外合併企業 の年次報告書は 中国公認 会計 士による監査 を要求 され、1980年 、財政部

は最初の 「会計顧 問処 の設立に関す る暫 定規定」を公布 したが、これ は中華人 民共

和国 における公会計実務の制度 を創設す るものである。

3社 会主義市場経済時代の 中国会計の改革 と国際化(1992以 降)

国有企業の株式会社化 お よび市場指 向型経済体制の発展 にあわせ 、この改革段階

において会計制度 にも根本的変革が もた らされ た。統一会計制度 は放棄 され、基金

ベー スの会計等式 と会計方法 も廃止 されて、近代的西洋会計制度 に取って代わ られ

た。会計の役割 は内部の管理への情報提供 か ら市場にお ける外部意思決 定者た ちへ

の情報提供 に転換 してきた。

(1)基 本会計準則の制 定

初期 の諸改革の結果 として、1993年 の中国の会計実務 は2つ の範疇 に区分す るこ
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とができる。一つは国際慣行 に準拠 し、一般 的に外国投資企業、株式有限会社 、お

よび一定の経済特 区の企業 に適用 され る会計実務で ある。 も う一つは、伝 統的な統

一会計制度 を採用 し
、一般的に国有企業 と集 団所有企業 に適 用 され る会計実務で あ

る。各範疇 には、所有形態や業種 に従って多 くの特化 した制度 が存在 していた。全

部で、40以 上の会計制度が適用 されてい るが、 この ことは多大な混乱 を引き起 し、

統一 された会計準則要網の必要性 を示 唆 していた。

財政部は、この状況 を救済す るた めに、2つ の代替 的アプ ロー チの中か ら一つ を

選択す ることがで きた。財政部 は国際会計慣行 に依拠 した基本準則 と具体準則の設

定に関す る一般モデル として役 立つ基本準則 を採 用す るこ ともできた。 これ は急進

的アプ ロー チ とみなす ことができ る。

も う一つ の方法 として、財 政部 は将来の具体準則の設定 に関す る一般モデル とし

て役立っ基本準則 を採用す ることもできた。 このアプ ローチの もとでは、既存 の具

体的会計制度 は将来の新具体準則 に取 って代 わ られ るまで改善 して適用 され続 け ら

れ ることにな る。財政部 は後者 の比較的漸進 的なアプ ローチ を採用す るこ とに決定

した。

1992年 準則 は総則、一般原則、資産 、負債 、所有者権益 、収益、費用、利益 、財

務諸表 、お よび付則の10章 か らな っている。 準則 は3つ の 目標 を明記 してい る。①

社会 主義市場経済発展の要請 を満 たす。②会計準則 を統一す る。 また③会計情報 の

質 を確保す る。 それはまた特別準則設 定の指針 となるよ うに設計 され ている。

1992年 準則 は次 の諸節 を含 んでい る。①4つ の国際的に認 め られた会計仮定す な

わ ち会計実体、継続事業、会計期間、お よび貨幣的評価;②12の 一般会計原則 、す

なわち客観性 、 目的適合性 、比較可能性 、首尾一貫性 、適 時性、理解 可能性、発 生

主義、対応原則 、保守主義 、歴史的原価 、収益的支 出 と資本 的支 出の 区分お よび重

要性;③ 財務諸表 の6構 成要素、すなわち資産、負債、所有者持分、収益 、費用 、

お よび利益、 さらにそれ らの構成 と分類 、また④財務諸表 、す なわち貸借対照表 、

損益計算書、財政状態変動表 また はキ ャッシュ ・フロー計算書 、お よび付属明細表

と注記 である。 さらに、1992年 準則 はた とえば貸借記帳法、会計構成 要素の認識 と

測定、経営活動の記録 と報告 、お よび会計用語の よ うな詳細 な事柄 に関す るルール

を規定 してい る。

以上の記述か ら知 りえることは、1992年 準則 は一般原則 と詳細 なルール との混合

で ある とい うこ とである。 西洋的会計慣行の観 点か ら判断すれ ば、1992年 準則は会

計準則 その ものであ るとい うよ りも、準則設定のための構 造 として役立っ概念的枠
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組 の性質 を有す る とい うことである。

1992年 準則 と1992年 通則の公布 は中国の会計改革に とって、画期的出来事である

と考 え られ た。特に、国有企業 に とって、それは 中央集権 的計画経済下 の国家財務

統制体制か らの離脱、また国際会計基準 との調和化へ 向けた重要 な一歩 である。

しか しなが ら、多 くの問題 が残 ってい る。1992年 準則は、概念的枠組 として、米

国、英国、 もしくは国際会計基準委員会の枠組 と比較すれ ばまだ弱点がある。す な

わち、1992年 準則 はそれ程包括 的、全面的、また十分 に構成 された ものではない。

当該準則 は若干の基本 的問題 を無視 してお り、 また他 の問題 に関 して も十分な議論

を欠いてい る。

基本準則 として1992年 準則 と1992年 通則 とが併存す ることは問題 を提起す ること

に もなる。 両者は互いに補完す る よ う意 図 された とはい え、測定 と開示 の両領域 に

おいて若干 の重複 が存在 し、 これ は情報作成者 を混乱 させ ることになる。

(2)新 業種別会計制度

14の 業種別会計制度 は1992年 準則 とともに1993年7月1日 に施行 された。完結 し

た具体会計準則要網 を設定す るた めには長年月 を要す るので、14の 会計制度 は技術

的指針 を提供す る過 渡的措置 となってい る。それ らは製造、商業、運送、鉄道輸送、

航空輸送 、郵政、旅行 ・飲食 、建設 、不動産開発 、農業、外国合併企業、金融 、保

険、お よび リース といった業種 にお ける企業の会計制度 を含んでい る。

新会計制度 は近代的 な西洋会計の枠組 と会計等式 に依拠 してい る。基金べ一 スの

会計等式 「基金運用総額=基 金源泉総額」は近代的会計等式 「資産 二負債+所 有者

持分」に取 って代 わ られている。資産 は流動資産 と非流動資産 に分類 され る。後者

は長期投資 、固定資産、無形資産、お よび繰延項 目か ら成 ってい る。基金源泉総額

を負債 と所有者持分 に分解す るこ とは もっ と複雑 であった。

他方、 これ らの新制度は若干の局面において 旧来の統一会計制度 に準拠 してい る。

会計方針 はほぼ変化 してお らず、 また取 引の記録 、勘定組織一覧表 、お よび財務諸

表の様式 に関 しては詳細なルー一ルが規定 されている。新制度 に従 って作成 され る財

務諸表は西洋で作成 され る財務諸表 と似 てい るよ うに見えるが、その類似性 は皮相

的な ものであ り、実質的相違が存在す る。 事実上 、新制度 は国際的会計慣行 とは両

立 しない。

(3)現 行 中国会計制度

中国にお ける現行 の会計制度 は三段構造になってい る。第1レ ベルには 「会計法」

(1985年 、1993年 と1999年 改正)、 各種の税法そ の他 の規則があ るが、 この基盤 の も
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とに、第2レ ベル として 「企業会計準則」(1992年)と 「企業財務通則」(1992年)

がある。第3レ ベル には14の 業種別会計制度 と業種別財務通則 、10の 具体会計準則

(2000年 まで)、株 式有 限会社 の会計制度 と財務通則 、お よび外 国投資企業の会計制

度 と財 務通則が ある。全ての企業 は1992年 準則 と1992年 通則 お よび10の 具体準則 の

うち4つ を適用す るよ うに要請 されてい るが、上場会社 は全部 の具体準則 を適用 し

なければな らない。外 国投資企業や株 式有 限会社は この2つ の企業形態のために以

前設定 され た会計制度 を継続 して適用す る。全ての他 の形態の企業 は特定の企業が

営業活動 を行 ってい る業種 に関わ る14組 の業種別会計制度 と財務通則の うちの一つ

を適用す るよ う要請 され る。

具体会計準則 は、いままで主に上場会社に適用 され てお り、外 資系企業に適用 さ

れてい る具体会計準則 は、② キャ ッシュ ・フロー計算書 と④債務再編 の二っ だけ

であった。外資系企業にとっては1998年 度末の決算か ら適用が開始 されたキャッシュ ・

フロー計算書以外 はあま りな じみ はな く、実際の会計処理 と決算書の作成 は、企業

会計準則 ではな く1994年 か ら適用 され ている外 国投資企業会計制度 によっていた。

2001年 初頭 に無形資産 、借入費用 、 リースの三つの具体会計準則が新 たに公布 され

るとともに、すでに公布 されていた9つ の うちの6つ の具体会計準則 が改正 され た。

改正 され た具体会計準則 は、キャ ッシュフ ロー計算書 、債務再編 、投資、会計方針

の変更等 、非貨幣性取 引で ある。 これ らの具体会計 準則は2001年1月1日 か ら上場

会社 に適 用 され、その うち、キャ ッシコ.フロー計算 書、債務 再編 、工事契約 、会計

方針等、非貨幣性 取引、偶発 事象 、借入費用 、 リースは外国投資企業 にも適用 され

ている。2001年11月 に中間財務諸表、 固定資産、棚 卸資産の具体会計準則 も公表 さ

れ 、2002年1月 か ら上場会社または株式有限会社 に適用 されてい る。
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具体会計準則の改正

公表年月 実施年月 修正年月 適用企業

① 関連当事者 との取

引の開示
1997年5月 1997年1月 上場会社

② キ ヤ ツシュ ・フ ロー

計 算 書
1998年3月 1998年1月 2001年1月 全ての企業

③ 後発事象 1998年5月 1998年1月 上場会社

④ 債務再編 1998年6月 1999年1月 2001年1月 全ての企業

⑤ 収益 1998年6月 1999年1月 上場会社

⑥ 投資 1998年6月 1999年1月 株式有限会社

⑦ 工事契約 1998年6月 1999年1月 上場会社

⑧ 会計方針等 1998年6月 1999年1月 2001年1月 全ての企業

⑨ 非貨幣性取引 1999年6月 1999年1月 2001年1月 全ての企業

⑩ 偶発事象 2000年4月 2000年7月 全ての企業

⑪ 無形資産 2001年1月 2001年1月 株式有限会社

⑫ 借入費用 2001年1月 2001年1月 全ての企業

⑬ リー ス 2001年1月 2001年1月 全ての企業

⑭ 中間財務報告 2001年11月 2002年1月 上場会社

⑮ 固定資産 2001年11月 2002年1月 株式有限会社

⑯ 棚卸資産 2001年11月 2002年1月 株式有限会社

(今後公表予定の新 しい具体準則)

① 財務諸表の表示
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② セ グメン ト報告

③ 国庫補助 金の会計処理

④ 外貨取引

⑤ 一株 当た り利益

⑥ 廃止事業

最近注 目す べきで きごとは 「小企業会計制度」が2004年4月27日 公布 され 、2005

年1月1日 よ り実施 され るこ とになった ことである。 これ によって中国において進

め られ てきた企業会計制度 の改革 の基本的な枠組みが完成 され ることにな り、重要

な意義 をもつ トピックである。

V新 たな国際化への歩み

1今 後の課 題

(1)「会計法」が有効的に機能 してい るのか どうかを分析す る

部分的 に改正すべ き点や新 しい会計環境 に対応すべ き点が あれば、 「企業財務会

計報告条例」の よ うに条例制定 を行 う。

(2)財 務報告面 に力点をおいて会計制度体系構築への継続的研 究

制度 体系 を新たに したが、特 に上場企業 の会計報告、会計情報面 において、その

真実性 の問題が問われてい る。公認会計士 の充実 もはか られ てい る。

(3)国 有企 業への 「企業会計制度」施行 の問題

現場では さま ざまな習慣 が残 ってお り、周知 させ るための国有企業への適用 を一

年延ば したが、いまだ適用 されず、混乱 も見 られ る。 国家経済 の中核 をなすべ き国

有企業の国家経済へ の影 響は計 り知れ ないものがあ り、国有企業改革は順調 に進 ん

でいない。

(4)会 計 に携 わる人の道徳意識 の向上

組織改革や規定遵守強化 と共に教育 を充実 させ る。

(5)企 業会計制度 の整備

簡素化 された とはいえいまだ複雑 な会計制度であ る。各会計制度の適用対象が重

複 していた り記述 内容 に多数重複箇所 が存在 した りしてい る。

(6)ア メ リカ会計基準あ るいは国際会計基準の直接採 用の問題

中国の市場経済はまだ初級段 階にあ り、資本市場整備や企業改革 はいまだ中途で

ある。 また依然 として国家が重視 してい るのは国有企業や集 団所有企業である。
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(8)政 府お よび非営利組織会計 の改革

1997年 に 「財政総予算会計制度」 をは じめ とす る一・連の政府 、非営利組織会計が

制 定 された。統一的な会計制度 で地方政府 には適合 してい ない とされ、政府会計 に

おいても会計情報透 明性 の問題 が存在 している。

(9)内 部統制の問題

会計情報 面の統制 を強化す るため、情報 を有効活用 できる技術 ・ハー ド面 の整備

が必要 とな ってい る。 リスク評価 をいかに行 うかも当面の課題 である。

2動 向 と展望

(1)内 向きの国際化の継続 ・強化

中国政府 はWTO加 盟 のために多 くの法律 の整備 を進 めて きたが、会計 の分 野に

おいて も、財政部主導 の下に国際会計慣行 を十分取 り入れた企業会計基 準が施 行 さ

れ ている。 中国における証券市場 の発展 も企業会 計をデ ィス クロ.一ジャー の分野で

の制度整備 を促が している。特 に取 引所へ の上場 が認可制か ら申請べ一 スに変わっ

たこ とが変革 を進 める要 因になった といわれ る。

さらに国際化 を強化す るため国際会計基準等の制度 ・資料や論文 を翻訳す る。 国

際的 な委員会等 に参加 し制度制 定に生かす。欧米 の大学への留学 を推進す る。

(2)外 向きの国際化の継続 ・強化

中国は国際会計基準 を参考に しなが ら中国の会計基準の整備 を精 力的 に進 めてい

る。IASB(国 際会計基準審議会)への働 きかけも積極化 してお り、中国のアジア、 さ

らには世界 の中でのプ レゼ ンスを着実に高 めてい る。

国際的な委員会 ・理事会 ・研究会へ人員 を派遣す る。 中国の会計制度や研 究成果 を

英語で発信す る。外資系企業で活躍す る人 を増員す る。

(3)中 国会計 の充実

会計の管理監督 は国務院の財政部が行 ってお り財政部の会計 司が会計法 に基 づき

統一的な会計制度 の構築 を推進 して きた。財政部 の下 に会計基準委員会が設け られ

てい る。制度制定において政府 と民間の連携 を強化す る。制度体系、制度全体 を さ

らに整備す る。会計実務の レベル を向上 させ る。会計資格制度 を強化す る。

V[お わ りに

以上本稿では、中国社会の環境 と社会的要請の変化に応じた会計の進化に関する
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研究 である。 われわれ は社会の進歩 に したがって、新 たな挑 戦に応 じるよ うに、会

計 も進歩 し、適応 してい く。 中国の経済改革 、 とくに国有企 業の改革お よび門戸開

放政策は会計改革 をもた らし、それ が中国会計制度に根本的変革 を生 じさせ た。

中国にお ける現行会計制度 は多様 な企業形態、多元的 な基 準 と制度か らなってい

るが、それ らは業種別制度、新会計準則 、外国投資企業 と株式有 限会社 の会計制度

である。 これ らの制度 と基準はすべて1992年 準則 に依拠 してい る。 これ らの変革は

中国の会計 を転換 させ 、国際会計基準 を参考 に しなが ら中国の会計基準の整備、 中

国のよ り開かれた市場経済 に適合す る会計モデルの展 開を進 めている。

(注)

① 龍 門帳 法制 で は、 取 引 が4つ の範 疇 に分類 ・記 録 され た。 す な わ ち受 取 、支 払 、

保 有 、債務 で あ った。 収 益 項 目は受 取 、損 費項 目は支 払 に記録 され た。 資産 の増加

と負 債 の減 少 は保 有 、 これ に対 して資 産 の減 少 と負債 の増加 は債 務 に記 録 され た。

受 取項 目 と債 務 項 目は 元帳 の上 半分 の 「収入 」 に分類 され 、 これ に対 して 支払 項 目

と保 有 項 目は元帳 の下 半 分 の 「支 出」 に分 類 され た。 この複 式 記 帳原 則 は 「収 入 あ

れ ば必 ず 支 出有 り、そ の金 額 は相 等 し」 の よ うに表 現 され た。

② 四脚 決 算 法 は 、龍 門記 帳法 の影 響 下 で生 成 され 、 か な り洗 練 され た記 帳 法 で あ っ

た。 四脚決 算 法 は損益 計 算書 の作 成 を必 要 と し、全 て の収 益 は この計 算 書 の上 半分 、

そ してす べ ての 費用 、損 失 、お よび税 金 は下 半 分 に記 載 され た。 利 益(損 失)上 半

分 合 計額 の下 半 分合 計 額 に対す る超 過 額 と して計 算 され た。

③ 西洋 式 会 計 制度 は1912年 に政 府 所 有 の 中国 銀行 に よって は じめ て採 用 され 、1916

年 まで には 当該銀 行 の会 計 制度 全 般 が新 制 度 に転換 し、伝 統 的 中 国式記 帳 法 に取 っ

て代 わ った。

④ 大 躍進 期 間 中、 多 くの会 計担 当者 は他 の労働 、 しば しば 肉体 労 働 に振 り向 け られ

た。 会 計 の規 則 と手続 は無 視 され 、ま た会 計 記録 が 限定 され て い たた め、信 頼 をお

くの は人 民 の 良心 だ けで あ った。 その 結果 、 国民経 済 の状 態 を正 確 に決 定す る こ と

は 困難 にな っ た。

⑤ 公 認 会 計 士 は 中国語 で注 冊 会計 師 とい う。
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